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報道機関各位 

 

 

青森県農林水産部農林水産政策課長 

（公 印 省 略） 

青 森 県 議 会 事 務 局 調 査 課 長 

（公 印 省 略） 

 

農林水産業の持続的発展に向けた「農林水産力」の強化に関する要望活動について 

 

農林水産業の持続的発展に向けた「農林水産力」の強化について、県議会と県の連名により、農林

水産省に対して要望活動を実施することとしましたので、取材してくださるようよろしくお願いしま

す。 

 

記 

 

１ 実施日時 令和８年７月８日（水）１４時００分～１４時１５分 

 

２ 場  所 農林水産省（合同庁舎第１号館）３階エレベーターホール 

※１３時５５分までに集合してください。時間になりましたら農林水産省担当者が取

材場所まで誘導しますので、その指示に従ってください。 

 

３ 要 望 者 青森県議会 農林水産委員長  工藤 兼光 

青森県農林水産部長      栗林 豊 

 

４ 要望内容（政務面会時の要望項目） 

（１）地域の実情に応じた新たな水田政策の実施 

（２）陸奥湾養殖ホタテガイの安定生産に向けた支援 

（３）燃料油や肥料、生産資材等の安定供給及び価格高騰対策 
 

５ 留意事項 

（１）農林水産省へ取材機関を事前連絡する必要があるので、取材を希望される場合は別紙様式によ

り、７月６日（月）12時までに農林水産政策課総務グループ （内線4972）へお知らせください。 

（２）農林水産省の要望対応者については、７月７日（火）18時以降（農林水産省記者発表後）にお

知らせすることが可能です。 

（３）当日の実施時間及び場所については、急遽変更となる場合がありますので、その場合は、取材

申込みのあった報道機関へお知らせします。 

（４）取材等に係る農林水産省への入館については、各自で手続を行ってください。 

（５）本要望活動は冒頭のみ取材可能です。以降の取材は、担当者の指示に従ってください。 

（６）意見交換終了後に、農林水産省が指示する場所でぶら下がり取材を受ける予定です。 

 

 



報道機関用提出資料 

担 当 課 

担 当 者 

農林水産政策課  課長代理 櫻庭 一人 

議会事務局調査課 課  長 木村 幸雄 

電話番号 <農林水産政策課> 直通 017-734-9455／内線 4972 

<議会事務局調査課>直通 017-734-9796 

報 道 監 農林水産部 次長  内山 真人（内線4966） 

次長 相馬 宏伊（内線4967） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式） 

 

取材申込連絡票 

 

農林水産業の持続的発展に向けた「農林水産力」の強化に関する要望活動 

（令和８年７月８日（水）） 

 

社名 媒体 
連絡先（代表者） 

人数 
記者氏名 電話番号（携帯番号） 

   

 

  

     

※１ 媒体の欄には、ＴＶ、ラジオ、新聞等を記載してください。 

 

※２ 人数の欄には、当日取材に来る人数を記載してください。 

 

 令和８年７月６日（月）12 時までに提出をお願いします。 

 

【提出先】 農林水産政策課 総務グループ 小野 

電 話：（代表）０１７－７２２－１１１１（内線４９７２） 

（直通）０１７－７３４－９４５５ 

ＦＡＸ：０１７－７３４－８１３３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


